
○国民健康保険税
　（第６期）
○介護保険料（第６期）
の納期限は

【問い合わせ】
　市収納管理課
　☎ 0994-43-2111
　内線 3163『広報かのや』はホームページでもご覧になれます。　鹿屋市ホームページ http://www.e-kanoya.net/
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交
通
事
故
が
多
発
し
て

い
ま
す

　

鹿
屋
警
察
署
管
内
に
お
け
る
交

通
事
故
発
生
件
数
及
び
負
傷
者
数

が
、
昨
年
同
期
に
比
べ
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
交
通
死
亡
事
故
も

10
月
中
に
相
次
い
で
２
件
発
生
し
、

10
月
31
日
現
在
で
９
人
が
亡
く
な

ら
れ
、
極
め
て
深
刻
な
事
態
が
続

い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
飲
酒
運
転
に
よ
る

死
亡
事
故
等
が
続
発
し
、
大
き
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
管
内

に
お
い
て
も
今
年
３
月
に
発
生
し

た
飲
酒
運
転
に
よ
る
ひ
き
逃
げ
死

亡
事
故
を
は
じ
め
、
10
月
末
現
在

で
16
件
の
飲
酒
関
連
事
故
が
発
生

す
る
な
ど
、
未
だ
飲
酒
運
転
根
絶

の
気
運
が
浸
透
し
て
い
な
い
状
況

で
す
。

　

も
う
一
度
、
飲
酒
運
転
の
責
任

の
重
さ
と
交
通
安
全
に
つ
い
て
ご

家
庭
や
職
場
で
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
警
察
署
交
通
課

☎
０
９
９
４‒

44‒

０
１
１
０

交
通
事
故
無
料
相
談

　

交
通
事
故
で
お
悩
み
の
人
は
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

● 

相
談
日
＝
毎
週
月
〜
金
曜
日

　
（
祝
日
を
除
く
）

　

９
時
〜
正
午
、
13
時
〜
17
時

※
電
話
相
談
可

● 

弁
護
士
相
談
日
＝
毎
月
第
２
・

　

第
４
木
曜
日
13
時
〜
16
時

※
予
約
制
、
要
面
談

● 

場
所
＝
鹿
児
島
自
動
車
保
険
請

求
相
談
セ
ン
タ
ー
（
鹿
児
島
市
）

【
問
い
合
わ
せ
】

社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会

鹿
児
島
自
動
車
保
険
請
求
相
談

セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９‒

２
５
２‒

３
４
６
６

24
31

　鹿屋市の「市の木」「市の花木」及び「市民憲章」については、８月に一般公募
を行いましたが、応募者が少なかったため、再度募集します。
○ 市の木・市の花木＝鹿屋市のイメージとしてふさわしく、市民に広く親しまれて
いると思う「市の木」「市の花木」をそれぞれ１人１点ずつご応募ください。
※花木とは、花を観賞する木のことです。
○ 市民憲章＝市民憲章は、市民生活を営むうえで心のよりどころとなり、また新市
のまちづくりの行動目標となるものです。市民のみなさんの新市への願いや思い、
これからのまちづくりの目標、新市へのイメージなどを「ことば」や「文章」で
ご応募ください。
● 応募期限＝ 12月 11日（月）
● 応募資格＝市在住の人（どなたでも応募できます）
● 応募方法＝応募用紙に記入のうえ、持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメールでお申込み
ください。（応募用紙は本庁地域政策課、各総合支所地域振興課等に置いてありま
す。また、市ホームページからダウンロードできます）
※ 市の木・市の花木及び市民憲章に採用された人の中から、それぞれ５人に粗品を
贈呈します。（該当者多数の場合は抽選）

【問い合わせ・申込先】　市地域政策課　☎ 0994-31-1154
　　　　　　　　　　　各総合支所地域振興課


